
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第 51回 松阪市手話施策推進会議 

２．開 催 日 時 令和 7年 10月 9日（木）18時 30分～19時 00分 

３．開 催 場 所 松阪市役所 5階特別会議室 

４．出席者氏名 

（委 員）森浩平、深川誠子、牧戸淳、高柳吉紀、亀田紀子、岩坂

由華、中村勝博、谷中靖彦、脇葉敦、大川悟司、川上健

一郎 

（事務局）青木覚司、小山賢司、中野貴士、川村美結 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍 聴 者 数 0名 

７．担 当 

松阪市福祉事務所障がい福祉課 

TEL 0598-53-4059 

FAX 0598-26-9113 

e-mail：shogai.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

○協議事項 

 ・令和 7年度「まちかどミニお手話べり会」について 

 



第 51回 松阪市手話施策推進会議 議事録 

  

日  時：令和 7年 10月 9日（木）18時 30分～19時 00分 

場  所：松阪市役所 5階特別会議室 

出席委員：森浩平、深川誠子、牧戸淳、高柳吉紀、亀田紀子、岩坂由華、中村勝博、 

谷中靖彦、脇葉敦、大川悟司、川上健一郎 

事 務 局：青木覚司、小山賢司、中野貴士、川村美結 

傍 聴 者：0名 

 

１．あいさつ   議長あいさつ 

 

２．協議事項  

■令和 7年度「まちかどミニお手話べり会」について 

令和 7年度「まちかどミニお手話べり会」シフト表、会場配置図（表彰式） 

会場配置図（スタンプラリー前半）、会場配置図（スタンプラリー後半） 

 

事務局 （資料説明） 

 

委員  休憩時間についてですが、同じ担当をしている 2人が同時に休憩ということで

担当がいなくなるということですが、別々の休憩時間にした方がいいのではな

いかなと思います。 

 

事務所 休憩の取り方ですが、ろうの方と手話ができる人をペアで組んでいる形になっ

ています。そのため、空きがでてしまうところは事務局が入る予定です。 

 

委員  すみません、同じようなことですが、15 分ほど 3 人ともがいなくなるところ

がありますが、ここについても大丈夫でしょうか。 

 

事務局 近くにいる設置通訳者の方と休憩時間をずらしており、応援職員も来くるため

大きい問題はないと思います。 

 

会長  来場者の様子をみながら、シフト表を目安に適宜休憩をとるということで、相

談しながらでよろしいでしょうか？ 

 

事務局 そうですね。当日の込み具合なども見ながら、「今は忙しいから時間を少しず

らそう」など調整いただいければいいかなと思います。 



 

委員  すみません、どのイベントがどこでやっているのかが分かりにくいです。 

     

事務局 では、順番に解説をさせていただきます。    

    1番左は「ミニ手話教室」になっていまして、手話で自己紹介したり、自分の

好きなものを手話で表せるように、ろう者に教えていただくスペースになりま

す。 

    その横のベンチのところは「お手話べり体験」になっていまして、先程の「ミ

ニ手話教室」で覚えた手話を使って、ろう者に自分から話しかけて手話を実践

する、というもので、このイベントのメインになっています。 

    その横には、パネル展示のコーナーがあり、デフリンピックのことや手話につ

いての展示を行っています。 

    その下は「指文字しおり作り」というところで、指文字のスタンプを使って、

自分だけのオリジナルのしおりを作ろう、というお子さん向けのスペースとな

っています。しおりに指文字スタンプが 3文字程度押せるようになっているの

で、それを作って記念に持って帰っていただけます。  

これらの 4つのコーナーがあります。 

 

委員  来場者に「ここでこんなことをやっています」というチラシは作られますか？ 

 

事務局 チラシは作ってお配りします。また、当日コーナーごとに看板も作りますので、

それで分かっていただけるかなと思います。 

 

委員  お客さんに「これはどこにありますか？」と聞かれた時、分からないと我々も

困るので、その表示だけはしっかり分かるようにお願いしたいと思います。 

 

会長  それに関連して、スタンプラリーの紙にはその 4つのコーナーの場所までは書

かれないですかね？ 

 

事務局 そうですね、場所はパっと見で分かるような形になると思います。 

    事務局からの補足です。前回の会議の課題でもあった、動画を流す場所の確保

についてですが、お店から了承をいただき、確保はできます。しかし、無条件

で了承を頂いているわけではなく、この動画のスペースを確保するために、服

などの季節商品を売っている催事スペースを削らせていただくことになりま

した。ですので、毎年必ず確保できるわけではないです。また、イベントに参

加されないお客さんとの同線が複雑にならないようにして、ぶつかってしまう



ことがないようにくれぐれもお願いしますねというのは言われております。 

なので、動画の前に椅子を置くスペースまではさすがに確保できないというこ

とで、基本的に立ち見になります。また動画の内容ですが、デフリンピックの

公式委員会さんから許可がもらえたので、デフリンピックに特化した内容を流

すことができます。6 分ほどで 1 回転するので、立っていても見られる長さに

なっています。これを繰り返し再生で、流していくイメージをしております。 

 

会長  色々と交渉いただいてありがとうございます。このあたりも含めて、質問等よ

ろしいでしょうか。 

 

副会長 場所の確保ありがとうございました。催事と動画のスペースの間っていうのは、

通路がありますよね？ 

 

事務局 はい、通路になっています。 

 

委員  すみません、シフトのことで質問があります。10時から表彰式があって、その

片づけをして、10時半から 14時まで、お手話べり会が開催されると思うので

すが、私たちは 9 時半から 10 時までは打ち合わせをして、この空白の時間は

表彰式を盛り上げたらいい感じですか？ 

 

事務局 そうですね、シフト上に役割がないのはそのせいです。 

 

委員  一般の人に分かるような PR活動や宣伝は、どのようにされるのですか？ 

 

事務局 PR の方法については基本的に例年と変わらないのですが、チラシとポスター

を作成して関係各所に配布するのと市役所内のデジタルサイネージに広告を

投影します。あとは夕刊三重に載せていただく予算も組まれています。 

また、松阪市の HPやインスタグラムにおいても掲載を行います。 

 

会長  ありがとうございます。では、次に進みたいと思います。令和 8年度予算につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （資料説明） 

 

会長  ありがとうございました。では令和 8年度予算について、質問やご意見等いか

がでしょうか。 ないようですので、委員の方々から事務局に連絡や相談事項



等何かありましたらお願いします。  

 

副会長 皆さんご存じだとは思いますが、11 月に東京でデフリンピックが開催されま

す。あと 1か月に迫ってきました。しかし、デフリンピックの認知度はパラリ

ンピックに比べると大変低いです。パラリンピックは 98％くらいですけれど

も、デフリンピックの認知度はいくらくらいだと思いますか？  

11％くらいなのです。そのため、もっとデフリンピックを広めたい、盛り上げ

たいということで、今全国でキャラバンカーが巡回しています。今度、三重県

にも来ます。松阪は 10月 13日、祝日の月曜日の 16時から 17時に、アピタの

三雲店で行います。スポーツデポの前のところです。駐車スペースとの間の広

場にキャラバンカーが到着します。もしよろしければ、お越しいただければと

思います。どうか皆さん一緒に盛り上げていただければと思います。 

 

会長  ありがとうございます。皆さんで応援や周知をしていただければと思います。

他にいかがでしょうか。なければ本日の会議を終了とさせていただきます。 

 

事務局 次回の推進会議は、1月の下旬から 2月上旬に予定しております。内容としま

しては、今年度の事業の振り返りになります。 

イベントはどうだったか、「次はこうしていきたいね」というような意見を集

める場になります。近づいてきましたら、ご連絡しますのでよろしくお願いい

たします。  

これをもちまして、第 51回の松阪市手話施策推進会議を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 


